
  

 

 

心理学・教育学委員会分科会の設置について 

 

 

分科会等名： 発達心理学分科会  

 

１ 所属委員会名

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印

を付ける。） 

心理学・教育学委員会 

２ 委員の構成 15名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的  加齢に伴う身体的、認知的、情動的、社会的活動の発達的

変化は霊長類としての人類共通の道筋にしたがうとともに、

その歩みの速度や様式には個人差がきわめて大きい。 

このような発達の法則性と個人差の多様性の理解は、望まし

い社会の在り方や、必要な発達支援の在り方を考える上で不

可欠である。本分科会は、発達という視座に立ち、人の心の

法則性と多様性の解明作業を進めるとともに、その成果に基

づき、様ざまな社会的問題の解決に向けた提言を行うことを

目指す。 

 

４ 審 議 事 項 発達の法則性と個人差の多様性を踏まえ、個人、社会、およ

び環境に関わる重要課題に係る審議に関すること 

 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成  年  月  日～  年  月  日 

常設 

６ 備    考  

 

 

 


